
 

2018 年 3 月にスポーツ庁及び同年 12 月に文化庁からの運動部及び文化部の部活動の在り方に関する

総合的なガイドラインを受け、同年 7 月に埼玉県の部活動の在り方に関する方針が策定されました。これにより

「川口市部活動方針」が策定され、これに則り各校で「部活動に係る活動方針」の策定と公表が義務付けられ

ました。市内全中学校は、「川口市部活動方針」における「３つのポイント」を共通事項とし、毎年度各校の実態

に即した「部活動に係る活動方針」を策定し、ホームページ等で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

部活動は、学校教育の一環として、同じ目的や趣味を持つ生徒が学年や学級を超えて集まり、自主的活動を

中心に「目標」達成のために互いに競い、励まし、協力することで、次のような資質・ 能力の育成を図り、健全な

心身の発達を目指す。  

(1) 個性の伸長 

(2) 自主的，自発的な態度の育成  

(3) 責任感や連帯感の涵養活動  

(4) 学級や学年を離れ仲間や指導者と密接に触れ合うことによる好ましい人間関係の形成  

(5) 体力の向上と健康の増進  

(6) 運動や文化および科学等における生涯学習の基礎の育成 

 

○運動部：  陸上競技部  ソフトテニス部  剣道部  水泳部  ベースボール部 

○文化部：  英語部  科学部  文化競技部  美術部  クイズスタディ部  吹奏楽クラブ 

 ※吹奏楽クラブはコンクール出場を主目的とせず、基礎技能の習得を中心とした平日の活動を基本とする

ため、「クラブ」と表記する。 

○駅伝部 (川口市駅伝競走大会に向けて７月～１０月に特設し、全生徒の希望者から選考する。他部活と兼部可能。) 

 

○本校部活動に加入している全生徒   ※部活動は任意加入とする。 

 

（１）活動時間の設定 

○１日の活動時間は、課業日は２時間程度、休業日は３時間程度とする。 

 ・平日週 3回（火・水・金の曜日固定（祝日含まない））、土日週 1回を限度とした活動とする。 

 ・長期休業中は平日週 4回（曜日自由）、土日週 1回を限度とした活動とする。 

 ・週 1回は 16:50までの活動を保証する。 

 ・活動準備、片付け、移動に要した時間については、活動時間に含まない。活動終了時のミーティング 

や指導を過度に長くしない。 

 ・課業日の活動時間（完全下校時刻は年間を通して 17:00 とする） 

通常日課（月、水、木）１５：４０～１７：００ 

短縮日課（ 火、金 ） １５：００～１７：００ 

（２）休養日の設定 

○学期中は、原則として各部活で週３日以上の休養日を設ける。（月～金で２日以上かつ土日いずれか

１日以上） 

○定期考査１週間前及び定期考査期間中（最終日を含む）の部活動は原則禁止とする。 

○週末に大会・コンクール等への参加を認め活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

部活動の趣旨 

本校の部活動 

対象 

活動方針の３つのポイント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）休養期間（オフシーズン）の設定 

○長期休業日は、学期中の休養日の設定に準じるとともに、学校閉庁日 8/10～16、11/14、 

年末年始 12/28～1/4は休養期間（オフシーズン）に設定する。 

 ※但し、全国大会出場及びコンクール等で休養期間での活動がやむを得ないと判断した場合は、顧問が校長にオ

フシーズン活動許可を申し出、校長が活動内容を確認し活動及び大会・コンクール等への参加の有無を認可す

る。休養期間に活動した日数は休養日として他の日に振り替える。（長期休業中が望ましい） 

○オフシーズンに大会・コンクール等への参加を認め活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

○年度末をもって全員が一度退部し、新年度に改めて入部届を提出する。新年度の最初の活動日まで

は、部活動は行わない。 

 

○各顧問が年間・月間の活動計画を作成し、管理職に提出する。 

○作成した各種計画については、顧問を通し生徒及び保護者に公表する。 

○管理職は適宜部活動の視察を実施し、必要に応じて顧問と面談を実施する。 

○外部指導者について積極的に活用し、専門的な指導を生徒に提供する。 

 

○年間部活動計画・月間部活動計画により、部活動に係る活動方針に則った適切な部活動運営を目指す。 

○安全指導を徹底する。 

・施設や設備の点検を定期的に実施し、事故の防止に努める。 

・教職員全員が参加する心肺蘇蘇生法や AED使用の研修を実施する。 

・熱中症事故防止を徹底するため、以下の指針を元に活動する。 

気温（参考） 暑さ指数（ＷＢＧＴ） 熱中症予防運動指針 

35℃以上 31以上 運動は原則中止 

31～35℃ 28～31 厳重注意（激しい運動は中止） 

28～31℃ 25～28 警戒（積極的に休息） 

24～28℃ 21～25 注意（積極的に水分補給） 

24℃未満 21未満 ほぼ安全（適宜水分補給） 
 

○夏季における日中の高温下での活動を避ける目的で、保護者の了解を得て、活動時刻の変更を可能

とする。朝は６:００に集合、夕方は１９:００に解散することができる。 

○体罰やハラスメントの根絶を目指し、職員研修を実施する。 

○生徒間のいじめやトラブル等の防止のため、顧問教諭、担任、養護教諭等の連携を図る。 

○効率的で安全な練習メニューを作成し、生徒が自主的かつ自発的に活動できるよう校内研修の開催

や校外で実施される研修会・実技講習会等への積極的な参加を推進する。 

○部活動費用（部費など）を徴収する際は、管理職の指導の下、保護者の理解を得るとともに、会計報

告を行うなど適正な処理を実施する。 

○高等学校部活動や顧問とも連携を図り、中高６年間を見越した計画的で効果的な指導を行えるように

工夫する。 

 

〇廃部について以下のとおりとする。 

・1学年、2学年の部員が 0人になった場合、翌年の募集を停止し、廃部とする。 

・年度末で部員が 0人になり、且つ顧問も来年度、その部活動顧問を続けられる状況にない場合は、 

4月を待たずに廃部とする。 

【2026年 4月 1日～2027年 3月 31日 適用】 

指導体制の整備について 

具体的な活動の進め方について 


